
の
一
般
会
計
歳
入
歳
出
の
決
算
上
の
剰
余
金
に
つ
い
て
は
適
用
し
な

い
こ
と
等
、
所
要
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
増
税
な
き
財
政
再
建
に
対
す
る
政
府

の
認
識
、
五
十
九
年
度
減
税
財
源
と
し
て
の
増
税
の
意
図
の
有
無
、

今
後
に
お
け
る
利
子
配
当
所
得
の
総
合
課
税
化
の
具
体
的
方
策
、
総

合
経
済
対
策
の
経
済
成
長
に
与
え
る
効
果
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ

れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
譲
り
ま
す
。

質
疑
を
終
了
し
．
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
．
日
本
社
会
党
を

代
表
し
て
竹
田
四
郎
理
事
、
公
明
党
・
国
民
会
議
を
代
表
し
て
塩
出

啓
典
理
事
、
日
本
共
産
党
を
代
表
し
て
近
藤
忠
孝
委
員
、
民
社
党
・

国
民
連
合
を
代
表
し
て
栗
林
卓
司
委
員
、
参
議
院
の
会
を
代
表
し
て

青
木
茂
委
員
よ
り
。
そ
れ
ぞ
れ
反
対
。
ま
た
自
由
民
主
党
・
自
由
国

民
会
議
を
代
表
し
て
藤
井
孝
男
理
事
よ
り
賛
成
す
る
旨
の
意
見
が
述

べ
ら
れ
ま
し
た
。

討
論
を
終
わ
り
、
採
決
の
結
果
、
本
案
は
多
数
を
も
っ
て
原
案
ど

お
り
司
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

な
お
、
本
案
に
対
し
、
租
税
体
系
の
基
幹
税
と
し
て
の
所
得
税
に

つ
い
て
は
、
そ
の
負
担
が
急
激
な
増
加
や
ひ
ず
み
を
も
た
ら
す
こ
と

の
な
い
よ
う
、
今
後
に
お
け
る
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
対
応
し
て

適
宜
見
直
し
を
行
う
こ
と
等
四
債
目
の
附
帯
決
議
を
行
っ
て
お
り
ま

す
。以

上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
文
教
委
員
会

内
閣
提
出
法
律
案
（
一
件
）

番　

り

件　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名

提
出

提　

出

月　

日

本
院
に
受
領

又
は
（
衆
）
へ

送
付
月
日

参　
　
　

議　
　
　

院

衆　
　
　

議　
　
　

院

備　
　

考

委
員
会

付　
　

託

委
員
会

議　
　

決

本
会
議

議　
　

決

委
員
会

付　
　

託

委
員
会

議　
　

決

本
会
議

議　
　

決

第
九
十
八
回

国　
　

会

5
7 

 

日
本
学
術
会
議
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案

禿
満

五
八
、
四
、
三

五
八
、
一
二
七

受　
　
　

領

五
〈
．
二
．
一
三

五
八
、
一
回
四

可　
　

決

五
〈
、
一
一
、
こ
〈

可　
　

決

五
八
、
九
、
八

w
〈
、
一
７　

二

修　
　

正

五
八
、
一
一
、
一
七

修　
　

正

第
九
十
八
回
、

第
九
ｔ
九
回
国

会
衆
継
続



衆
議
院
議
員
提
出
法
律
案
（
一
件
）

番　

号

件　
　
　
　
　
　
　
 
 
 
　

名

提　

出　

者

（
月　

日
）

予
備 

送

付 

月 

日

本 

院 

へ

提
出
月 

日

参　
　
 
　

議　
　
　

院

衆　
　

議　
　
　

院

備　
　
 

考

委 

員 

会

付　
　
 

託

委 

員 

会

議　
　
 

決

本 

会 

議

議　
　
 

決

委 

員 

会

付　
　
 

託

委 

員 

会

議　
 
　

決

本
会 

議

議　
　
 

決

第
九
十
六
回

国　
　
 
 

会

3
7

 

商
業
用
レ
コ
ー
ド
の
公
衆
へ
の
貸
与

に
関
す
る
著
作
者
等
の
権
利
に
関
す

る
法
律
案

右
は
題
名
を
「
商
業
用
レ
コ
ー
ド

の
公
衆
へ
の
貸
与
に
関
す
る
著
作

者
等
の
権
利
に
関
す
る
暫
定
措
置

法
」
と
修
正

石
橋
一 

弥 

君

外　
 

三　
 

名

（
五
七
、
八
、
二
言

五
八
、
一
回
一

五
八
、
一
回
一

五
〈
二
二
一
四

可　
　
 

決
五
八
、
一
一
、
二
八

可　
　
　
　

決

丘
八
、
九
、
八

五
八
、
一
回
一

修　
 
 
　

正

五
八
こ
昭
一

修　
　
 

正

日
本
学
術
会
議
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
第
九
十
八
回
国
会
閣

法
第
五
七
号
本
院
送
付
）
（
衆
議
院
送
付
）

九
十
八
回
国
会　

五
八
、　

四
、　

二
二　

内
閣
提
出

五
、　

一
三　

参
可
決

衆
継
続
審
査

九
十
九
回
国
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

衆
継
続
審
査

百　
　

回
国
会　
　
　
　

一
一　
　

一
七　

衆
修
正

一
一
．　

二
八　

参
可
決

要
旨

本
法
律
案
は
、
日
本
学
術
会
議
会
員
の
選
出
方
法
を
改
め
る
ほ
か
、

日
本
学
術
会
議
の
組
織
等
の
改
正
を
図
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な

内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
日
本
学
術
会
議
会
員
の
選
出
方
法
を
、
有
権
者
に
よ
る
選
挙
制

か
ら
、
一
定
の
要
件
を
備
え
日
本
学
術
会
議
に
登
録
さ
れ
た
科

学
者
の
団
体
で
あ
る
登
録
学
術
研
究
団
体
を
基
礎
と
す
る
研
究
連

絡
委
員
会
ご
と
の
推
薦
制
に
改
め
る
こ
と
。

二
、
日
本
学
術
会
議
会
員
は
、
前
記
一
の
推
薦
に
基
づ
い
て
、
内
閣

総
理
大
臣
が
こ
れ
を
任
命
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。



三
、
日
本
学
術
会
議
会
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
者
の
資
格
を
、
五

年
じ
１
の
研
究
剛
一
を
有
し
、
そ
の
ハ
刀
野
て
優
ね
た
研
黄
タ
Ｕ
業
績

が
あ
る
科
学
者
で
あ
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
会
員
と
し
て
通

算
九
年
を
超
え
て
在
任
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

四
、
日
本
学
術
会
議
に
会
員
推
薦
管
理
会
を
置
き
、
会
員
候
補
者
の

資
格
の
認
定
そ
の
他
会
員
の
推
薦
に
関
す
る
事
務
を
行
わ
せ
る
こ

と
Ｏ

五
、
日
本
学
術
会
議
会
員
の
部
別
、
専
門
別
定
員
は
、
そ
れ
ぞ
れ
政

令
、
規
則
で
定
め
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

六
、
科
学
に
関
す
る
研
究
の
連
絡
機
能
等
を
充
実
す
る
た
め
、
日
本

学
術
会
議
に
研
究
連
絡
委
員
会
を
置
く
こ
と
と
し
、
そ
の
目
的
、

組
織
等
に
関
す
る
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

七
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範

囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

八
、
昭
和
五
十
九
年
一
月
十
九
日
に
お
い
て
現
に
会
員
で
あ
る
者
の
任

期
を
、
そ
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い

て
政
令
で
定
め
る
日
（
新
法
に
よ
る
最
初
の
会
員
の
任
命
が
行
わ

れ
る
日
）
の
前
日
ま
で
延
長
す
る
こ
と
。

九
、
そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
図
る
こ
と
。

な
お
、
衆
議
院
で
、
推
薦
に
よ
る
会
員
の
選
出
制
度
を
円
滑
に
実

施
す
る
た
め
、
前
記
八
の
昭
和
五
十
九
年
一
月
十
九
日
に
お
い
て
現

に
会
員
で
あ
る
者
の
任
期
に
つ
い
て
、
そ
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

「
一
年
六
月
」
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
の

前
日
ま
で
さ
ら
に
延
長
す
る
旨
の
修
正
が
行
わ
れ
た
。

委
員
長
報
告

商
業
用
レ
コ
ー
ド
の
公
衆
へ
の
貸
与
に
関
す
る
著
作
者
等
の
権
利

に
関
す
る
暫
定
措
置
法
案
の
委
員
長
報
告
参
照

商
業
用
レ
コ
ー
ド
の
公
衆
へ
の
貸
与
に
関
す
る
著
作
者
等
の
権
利
に
関

す
る
暫
定
措
置
法
案
（
第
九
十
六
回
国
会
衆
第
三
七
号
）
（
衆
議
院
提
出
）

九
十
六
回
国
会　

五
七
、　

八
、　

一
三　

衆
・
議
員
提
出

衆
継
続
審
査

九
十
七
回
国
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 

衆
継
続
審
査

九
十
八
回
国
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 

衆
継
続
審
査

九
十
九
回
国
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
 
 

衆
継
続
審
査

百　
　

回
国
会　

五
八
、
一
〇
、　

一
一　

衆
修
正

一
一
、　

二
八　

参
可
決



要
旨

本
法
律
案
は
。
い
わ
ゆ
る
貸
し
レ
コ
ー
ド
業
が
急
速
に
増
加
し
て

い
る
現
状
に
か
ん
が
み
、
著
作
者
、
実
演
家
及
び
レ
コ
ー
ド
製
作
者

の
複
製
権
・
録
音
権
の
保
護
に
資
す
る
た
め
、
当
分
の
間
の
措
置
と

し
て
、
こ
れ
ら
の
者
に
商
業
用
レ
コ
ー
ド
の
公
衆
へ
の
有
償
貸
与
に

つ
い
て
の
許
諾
権
を
設
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な

内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
商
業
用
レ
コ
ー
ド
を
公
衆
に
有
償
で
貸
与
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

国
内
で
最
初
に
販
売
さ
れ
た
日
か
ら
政
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過

す
る
日
ま
で
の
間
は
、
そ
の
許
諾
権
を
有
す
る
者
の
許
諾
を
得
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

二
、
許
諾
を
得
な
い
で
商
業
用
レ
コ
ー
ド
を
公
衆
に
有
償
で
貸
与
し

た
場
合
に
は
、
複
製
権
・
録
音
権
の
侵
害
行
為
と
み
な
し
て
、
著

作
権
法
上
の
救
済
措
置
及
び
罰
則
に
関
す
る
規
定
を
適
用
す
る
こ

と
。

三
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
た
日

か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
国
内
で

販
売
さ
れ
た
商
業
用
レ
コ
ー
ド
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
こ
と
。

委
員
長
報
告

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
二
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
文
教

委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
ず
、
商
業
用
レ
コ
ー
ド
の
公
衆
へ
の
貸
与
に
関
す
る
著
作
者
等

の
権
利
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
案
は
、
商
業
用
レ
コ
ー
ド
を
公
衆
に

有
償
で
貸
与
す
る
行
為
に
つ
い
て
、
当
分
の
間
の
措
置
と
し
て
、
そ

の
著
作
者
、
実
演
家
及
び
レ
コ
ー
ド
製
作
者
に
政
令
で
定
め
る
期
間

に
限
っ
て
許
諾
権
を
与
え
、
も
っ
て
こ
れ
ら
の
者
の
複
製
権
や
録
音

権
を
保
護
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
衆
議
院
提
出
案
で
あ
り
ま

す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
著
作
権
法
改
正
作
業
の
進
捗
状
況
と

本
法
案
と
の
関
係
、
許
諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間
に
関
す
る

政
令
の
定
め
方
、
複
写
機
器
に
対
す
る
賦
課
金
制
度
等
導
入
の
可
否
な

ど
の
諸
問
題
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
に
つ

い
て
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
を
願
い
た
い
と
存
じ
ま
す
。

質
疑
を
終
わ
り
、
討
論
も
な
く
、
採
決
り
結
果
、
全
会
一
致
を
も

っ
て
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
を
致
し
ま
し
た
。

な
お
、
安
永
委
員
よ
り
、
公
正
な
使
用
料
に
よ
る
許
諾
権
の
行
使

に
よ
っ
て
円
満
な
秩
序
の
形
成
を
図
る
な
ど
二
項
目
か
ら
な
る
附
帯

決
議
案
が
、
自
由
民
主
党
・
自
由
国
民
会
議
、
日
本
社
会
党
、
公
明



党
・
国
民
会
議
、
日
本
共
産
党
、
民
社
党
・
国
民
連
合
の
各
派
共
同

で
提
出
さ
れ
、
全
会
一
致
を
も
っ
て
委
員
会
の
決
議
と
す
る
こ
と
に

決
定
致
し
ま
し
た
。

次
に
、
日
本
学
術
会
議
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、
第
九

十
八
回
国
会
に
提
出
さ
れ
、
本
院
を
通
過
致
し
ま
し
た
が
、
衆
議
院

に
お
い
て
、
二
度
に
わ
た
る
継
続
審
査
を
経
て
、
去
る
十
一
月
十
七

日
修
正
議
決
、
本
院
に
送
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

法
律
案
の
主
な
内
容
は
、
日
本
学
術
会
議
会
員
の
選
出
方
法
に
つ

い
て
、
選
挙
制
を
改
め
、
日
本
学
術
会
議
に
登
録
を
さ
れ
た
科
学
者

の
団
体
を
基
礎
と
す
る
研
究
連
絡
委
員
会
ご
と
の
推
薦
制
に
す
る
ほ

か
、
組
織
の
整
備
な
ど
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

な
お
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
推
薦
に
よ
る
会
員
の
選
出
制
度
を
円

滑
に
実
施
を
す
る
た
め
、
現
会
員
の
任
期
の
延
長
に
つ
い
て
修
正
が

行
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
本
法
律
案
提
出
に
至
る
経
緯
と
日
本

学
術
会
議
の
対
応
、
推
薦
制
に
改
正
を
す
る
理
由
と
学
術
会
議
の
独

立
性
確
保
の
必
要
性
、
総
理
大
臣
に
よ
る
会
員
の
任
命
の
性
格
、
政

府
に
対
す
る
勧
告
、
答
申
等
の
尊
重
、
職
務
遂
行
に
必
要
な
経
費
の

確
保
等
の
諸
問
題
に
つ
い
て
熱
心
な
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ

の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
た
い
と
存
じ
ま
す
。

質
疑
終
局
の
後
、
日
本
社
会
党
を
代
表
し
て
安
永
委
員
よ
り
．
日

本
共
産
党
を
代
表
し
て
吉
川
委
員
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
反
対
の
討
論
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

討
論
を
終
わ
り
、
採
決
の
結
果
、
多
数
を
も
っ
て
原
案
の
と
お
り

可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
致
し
ま
し
た
。

な
お
、
田
沢
委
員
よ
り
、
日
本
学
術
会
議
の
自
主
制
を
尊
重
し
て

政
令
を
定
め
る
こ
と
な
ど
五
項
目
か
ら
な
る
附
帯
決
議
案
が
、
自
由

民
主
党
・
自
由
国
民
会
議
、
日
本
社
会
党
、
公
明
党
・
国
民
会
議
、

民
社
党
・
国
民
連
合
の
各
派
共
同
で
提
出
さ
れ
、
多
数
を
も
っ
て
こ

れ 

を
委 

員 

な
り
決 

議 

と
す
る
こ
と 

に
決 

定
を 

致 

し
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
を
申
し
上
げ
ま
す
。




